
がん診療連携拠点病院等の新規指定の経過措置について

新指針の
施行

H27.4
新規指定推薦・
現況報告の締切

既指定病院

新規指定病院
（特定領域がん診療連携拠点
病院及び地域がん診療病院も
含む）

新指針を全て
満たす施設

指定期間をH27.3まで延長

指定期間はH27.3 限り

新指針の人的要件
のみ満たさない施設

注１ 既指定病院のうち、平成26年3月末で指定期間が終了する施設については、新指針によるみなし期間により、平成27年3月末まで指定期間延長。
平成27年、28年、29年3月末に指定期間が終了する施設については、指定期間を平成27年3月末までに短縮。

注２ 平成27年4月1日からの指定更新において、新指針で厳格化された人的要件を満たしていない場合にも、旧指針の人的要件を満たしている場合に限り、平成27年4月1日
から1年間、指定の更新を行う。

旧指針 新指針経過措置
（人的要件のみ）

【】

経過措置
（みなし期間）

更新
（4年間）

更新
（1年限り）

再更新
（4年間）
※新指針の人的要件を

満たすことを求める
※人的要件のみ1年間猶予

H26.3に
指定期間が終了
する施設

H27.3、28.3、29.3に
指定期間が終了
する施設

新規指定
（4年間）

新規指定
（4年間）

新規指定
（4年間）

当該2次医療圏の医師数
(病院の従事者)が300人

以下の施設

更新
（４年間）

※放射線治療医・放射線診断医・病理医については
旧指針で更新可

H28.4H26.4H26.1 H26.3


